PF4人権分科会議事録案
■分科会４「人権」
第一議題　人権外交・民主主義支援

ファシリテーター：上村英明(市民外交センター)

報告者：川上園子(アムネスティ・インターナショナル日本)

木村徹也(外務省総合外交政策局人権人道課)
書記：堀芳枝（恵泉女学園大学）、天野理（アムネスティ・インターナショナル日本）

　冒頭、ファシリテーターの上村英明・市民外交センター代表が、以下のように本議題の趣旨を述べた。

●　各地で対テロ戦争を名目にした人権侵害が起き、とくにアジアでは「政治的殺害」が問題になっている。2007年2月には、超法規的処刑に関する国連・特別報告者のフィリップ・アルストン氏が調査結果を踏まえて、フィリピン・マニラで記者会見を行い、国軍の関与や警察の不適切な捜査を明らかにして波紋を呼んだ。この特別報告者の受け入れには日本政府も一定の役割を果たしたと評価されており、本議題では、日本の人権外交の可能性について話し合いたい。
1．報告者１　川上園子・アムネスティ・インターナショナル日本
１．「テロとの戦い」と人権侵害

●　9・11の同時多発攻撃以降、｢テロとの戦い｣の名の下に人権侵害がさまざま地域で正当化されている。例えば、グアンタナモ米軍基地での人権侵害、CIAが関係している｢テロリスト容疑者｣の拉致誘拐や強制失踪(レンディション)などが挙げられる。さらに、世界各地で｢反テロ法｣が作られ、政権に対する批判者や野党などへの弾圧が報告されている。例えば、パキスタンでは政府が関与していると見られる恣意的逮捕・拘禁、強制失踪が大きな問題となり、被害者の家族のデモなども報じられている。

２．アロヨ政権と「政治的殺害」　
●　フィリピンでは、アロヨ政権の下で、共産勢力に対する反乱鎮圧作戦「オプランバイタン・ラヤ」（自由防衛作戦）が開始された。これによって｢政治的殺害｣と呼ばれる超法規的処刑が増えており、国際的な問題となっている。アムネスティ・インターナショナルでは｢政治的殺害｣に関して｢政府が関与している組織的・意図的な殺害｣と定義しているが、フィリピンでは、左派系の政党の政治家、市民組織の活動家、弁護士、宗教的な指導者がターゲットになっており、2人組がバイクで近づいてきて至近距離から発砲し、頭や胸を打ち抜くという形態である。

　●　特徴としては、実行者に対する有罪判決がまったく出ておらず、2001年～2006年上半期まででフィリピン政府の特別捜査班は111件、「カラパタン」という人権団体は700件以上、アムネスティは240件以上がこの「政治的殺害」に当たると見ている。ただし、国連・特別報告者のアルストン氏は、数字の詳細は重要ではなく、状況が深刻であることは確かだと指摘できると述べている。

３．国際社会の対応

●　私自身は、2～3年前に、教会関係者の殺害が相次いでいるとして、同問題を取り上げていたキリスト教関係者の動きを通じてこれを知った。また、NGO関係でも、日本の資金が入っている開発援助(サンロケダム・プロジェクト)に反対していた地元の活動家が殺害された事件があり、国際環境NGO・FoE Japan、日本キリスト協議会等市民団体が声を挙げた。2006年には、欧州のいくつかの政府の在フィリピン大使が懸念を表明し、さらに、同年10月にはフィリピンの日本人商工会議所が同様に懸念を表明した。進出企業にとっても、問題は深刻とみられている。さらに、オランダやベルギーの人権弁護士団体が2006年7月に調査団を派遣し、8月にはアムネスティが詳細な報告書を発表した。

●　こうした状況の中で、アロヨ政権も状況を無視できなくなり、昨年7月には、アロヨ氏が一般教書演説の中で「政治的殺害」を非難し、メロ委員会という独立調査委員会の設置を行いました。

４．日本政府の対応と課題　
●　日本国内でも、日本のNGOと外務省(南西アジア二課・経済協力局有償資金協力課・人権人道課等)との協議の場が持たれ、その結果、2006年12月のASEAN（東南アジア諸国連合）準備会合の席上、安倍首相、麻生外相が出席した日比首脳会談で「政治的殺害」への懸念がフィリピン政府へ伝えられた。この動きは、フィリピン社会へのモラルサポートとなり、フィリピン国内のマスコミでも大きく報道された。
●　それまで難色を示していたフィリピン政府が日本政府を含む国際社会の説得に折れる形で、国連の特別報告者の同国への訪問が認められ、同時に、フィリピン政府はこの問題を解決するための６項目にわたる行動計画を発表するに至った。これは日本の人権外交として評価されるべきだが、フィリピンの状況そのものはいまだ改善されていない。

　●　この間、日本政府は、自由、人権、法の支配など普遍的価値を重視する｢価値の外交｣を新機軸にすると表明し、人権外交を促進するとも表明している。その方向性の中で、日本政府が取るべき方策はまだまだあると思われる。今後、フィリピン問題では特別報告者が人権理事会に報告と勧告を出す予定であるが、そうした報告・勧告をいかに二国間対話に結び付けていくかが問われている。例えば問題解決のためのテクニカル支援を行う、法廷を機能させるために訴追の監視を行う、あるいは６項目の行動計画が中身を伴う形で実施されるよう監視し働きかけていくことなどである。

　●　こうした取組みは、フィリピンに限らず、上述のパキスタンのケースのように、各国で必要とされているだろう。取組みを一貫させるためには、人権外交に向けての政府内部の機構改革が必要になっていくだろう。国連担当部局と地域局との連絡、｢価値の外交｣実現のためのガイドラインの整備などはとくに不可欠だ。なにより、人権という価値を重視する外交を行うために、一貫性を持って二国間や国連の場で動いていく強い意思が求められるのではないか。

上村氏から以下のコメントがあった

●　外務省は、2007年2月に国連大学で人権外交に関するセミナーを開催したが、昨年来人権外交をメインストリーム化する、その中身は人権対話であると表明している。NGOとして、基本的には大歓迎であるが、その実体はきちんと吟味されなければならない。

報告者２　木村徹也・外務省総合外交政策局人権人道課長
１．人権外交の基本的な考え方

●　外務省として、人権外交の基本的な構造を紹介したい。2006年11月の外務大臣演説では、自由や民主主義、法の支配などの普遍的価値を重視し、ユーラシア大陸において、自由と繁栄の弧を実現していくと表明した。その実践においては、日本が経済成長を遂げてきた経験、民主主義の経験を生かすというのがその一点目だ。それは、価値観の押し付けでなく、各国の歴史や文化に配慮しながら外交を進めていくことが重要で、共に駈けていくランナーと、大臣の演説は表現している。

　●　人権の主流化ですが、国連大学でのセミナーでも強調されたが、人権外交は、人権理事会の基礎でもある｢対話と協力｣を基本とし、さまざまな政策をポジティブにリンクし、各国の民主化などに関する自助努力を支援していくことと考えている。もちろん、非協力的な国や深刻な人権侵害を行っている国には批判も行う。
●　三つ目に「人間の安全保障」という視点から、これまでも取り組んできた｢弱者の保護・支援｣を進める。児童の問題・女性の問題あるいはハンセン病患者の問題などを人権理事会で取り上げたい。
●　四つ目に、人権高等弁務官事務所との協力がある。国連でも同事務所の強化ということが重視されているが、予算が倍増する中、日本も拠出金を出す際に、同事務所への技術協力で支援を行う。さらに、1996年のリヨン・サミットのイニシアティブに従って、民主化支援のためのパートナーシップとして、ODAを活用しての選挙支援・法制度支援をやってきている。

２．日本型民主化支援のあり方　
●　日本的支援のあり方を手短に説明したい。基本は、日本の経験を生かす、対話型・自助努力支援型の援助、人材育成である。こうした地元に根付きやすい支援はこれまでも行ってきており、今後もこうした方向性での支援を行っていきたい。また、日本は、政府、経済界、NGOの連携も重要だと考える。さらに、2007年3月には国連の民主主主義基金（UNDEF）に1000万ドルを拠出することを決定した。この民主主義基金は、2004年に国連事務総長の下に設置されたもので、民主主義の強化がプロジェクト選定の基準になり、日本政府もこれに関与した。日本のNGOもこれを利用し、アジア太平洋地域への協力を促進できるのではないかと考えている。

　●　最後に、フィリピンの政治的殺害に関する対応を紹介する。2006年の首脳会談において日本政府の懸念を伝えており、今後も同問題の推移に関心を払っていくつもりだ。人権は非常にデリケートな問題であるので、ステップバイステップで進めていきたい。　

これらの発題に対し、報告者と会場の間で以下のような意見交換があった。
●　2007年5月下旬にはアロヨ大統領が来日すると聞いており、政治的殺害に関する国内の関心を高めていきたい。一方、スリランカでも子どもの拉致・子ども兵士の利用などが報告されている。日本のODAが行われている国だが、この問題にはスリランカ政府も関与していると指摘されており、この援助の検討もお願いしたい。外務省の各国大使館等での人権に関する部局・担当者の設置など、情報を収集し、活用するシステムについて考えを伺いたい。

●　政治的殺害の問題で2007年3月に行われたハーグの国際民衆法廷での結論は有罪であったが、外務省はどう考えているか。また、人権状況に関する情報を外務省は大使館から得ているとされるが、フィリピンに関しては、フィリピンの政府・警察から情報を得ていると私は聞いている。現場の状況をどう大使館は把握するのか、生きている情報を得ようという取組みについて伺いたい。フィリピン教会とマニラの大使館をつなぐよう私も努力してきたが、担当者が変わるとだめかもしれない。期待と不安を持ちながら質問する。

これらの質問を受けて、木村氏から以下のコメントがあった

●　大使館における情報収集にあたっては、政府・関連機関が中心になるのはどこでもそうだと思う。その他各方面から情報を収集し、検証しているが、もっと多方面から情報収集をという声については、その通りだと思う。

　●　人権はデリケートな問題なので、二国間の関係を改善しながら取り組んでゆくことが大事だろう。まず、その政府が考えていることを知り、総合的に判断しなければならない。しかし、大臣が演説で人権の主流化に触れたこと自体が、少しずつではあるが、前進しつつある証拠である。

　●　日本型の人権外交をどうするか、セミナーも行い、省内で地域課や経済協力課とも議論している。日本の人権の視点が十分出せるように働きかけることが大切で、その点、省内を含め頻繁に議論していきたい。より多くの職員が意識を持つことで長期的に少しずつ人権外交ができるようになるだろうから、見守ってほしい。

以上の議論を受け、上村氏は以下のようにまとめてこの議題の論議を終えた。

　●　日本の外交が人権外交をメインストリーム化すること、その中身が人権対話であることは歓迎するが、その実体が市民社会に対する説明責任や透明性をもっているかどうかは厳しく監視しなければならない。説明にあったように、これまでやってきたことをこれからもやるという発言には不安を感じる。

　●　今回提出したNGO提言の人権外交に関する部分を外務省も共有していると理解した。

　●　論議としては完全に時間不足であったので、可能であれば、次回のパブリック・フォーラムで、その可能性と課題に関してきちんと議論したい。日本型の人権外交の展開は、国際社会にとっても、日本にとっても重要な課題だからだ。

第二議題　人権理事会の展開と課題への取組：普遍的定期審査(UPR)など

ファシリテーター：上村英明(市民外交センター)

報告者：林陽子(弁護士、自由人権協会)　

　　　　原由利子(反差別国際運動日本委員会)

　　　　木村徹也(外務省総合外交政策局人権人道課)

書記：天野理（アムネスティ・インターナショナル日本）

冒頭、ファシリテーターの上村英明・市民外交センター代表から以下の本議題に関する説明があった。

●　現在、国連人権理事会の第4会期が行われており、明日3月30日には機構改革に関するこの会期の何らかの結論が出される予定だ。また、その最終結論は6月の第5会期となっている。これに関連して、後ほどアムネスティ・インターナショナル日本の寺中氏から報告があると思うが、NGO間で、人権理事会のあり方全体についての国際署名運動なども行われている。人権理事会の将来に関しては、特別手続、いわゆる特別報告者・特別代表、専門家助言機関、作業部会など依然不安定要素が多い。まず、各報告者から、機構改革の現状やこの時点での問題点について最新の情報を提供してほしい。

報告者１　木村徹也・外務省総合外交政策局人権人道課
●　対話と協力をキーワードに、新たな協力のための枠組み作りが人権理事会の理念であり、現在、3つのワーキング・グループ（WG）、1)マンデート（特別手続）についてのWG、2)普遍的定期審査（UPR）についてWG、3)アジェンダおよび活動報告についてのWGが作られ、見直しの議論が行われている。今後の予定としては、6月に開かれる次の会期で組織改革の結論を出すことになっている。

　●　これまでの改革議論の状況を振り返ると、途上国の増加に伴い、その発言が強まって、議論も多様化し、オプションが0～100まであるという状況でまとめるのが簡単ではない。途上国側からは、「社会的経済的人権への拡大」・「批判よりも対話と協力」・「パレスチナ問題への取組み」といった主張が出ており、先進国と途上国との議論が対立し、コンセンサスには到達しないばかりか、議長もまとめきれていない。

　●　象徴的な議題としては、スーダン・ダルフール紛争が挙げられる。人権理事会では同問題を取り上げることが決まり、調査団派遣になったが、その人選で紛糾し、結局、調査団はスーダンに入ることができなかった。明日30日には何らかの結論に達すると思いますが、EU案、アルジェリア案などがあって、先はみえない。もしコンセンサスで、同問題への対応に決着がつくようであれば、今後の組織改革の議論にも大きな影響を及ぼすとみられる。

　●　日本政府としての基本方針は、一つは即応性・実効性、つまり結果重視と効率化、二つ目はストリーム・ライン化、三つ目はフォローアップの実施である。

●　マンデート（特別手続）の見直しに関しては、マンデート・ホルダー（特別報告者他）の選び方、維持の仕方が問題で、とくに、先進国と途上国との意見が大きく食い違ったのが、マンデート・ホルダーに関する「行動規範」を作るかどうかだった。これに関し、日本政府はその独立性の確保は重要だと考えている。

●　普遍的定期審査をどうするかについては、一つはそのサイクルをどうするのかで、4～5年が考えられる。二つ目には、何の規準でレビューを行うのかで、プレッジや世界人権宣言などの案が出ているが、これについては合意が形成されつつある。三つ目は審査の準備で、全体として負担が大きくなりすぎない制度にしようという意見が出ており、アンケートを行うかどうかなどさまざまな議論が行われている。

　●　アジェンダについては、予測可能性と柔軟性の対立がある。途上国は、予想可能性を重視し、取り上げるテーマを細分化してきっちりと定めたいという意見を持っているが、先進国は柔軟性を重視しており、アジェンダの審議に入る際の手続きについて、規準を定めようとの議論も出ている。

　●　こうした選択肢の中から、全体としてどのようなパッケージになるかは不透明だ。今後の課題として、人権理事会と第三委員会との関係、つまり役割分担の見直しがあり、現状では、人権理事会がどこまで有効に機能していくのか、先行きが見えにくいため、加盟国の普遍的な参加が可能な第三委員会で実質的な議論が行われているのが現実である。人権理事会の5年後の見直しを含めて、今後も議論されていく問題だろうと思う。

報告者２　原由利子・反差別国際運動
●　反差別国際運動は、ジュネーブに事務所を置き、10年以上にわたって国連の人権機構に働きかけてきた。人権理事会となり、これまで4回の会期が開催されてきたが、NGOの参加が制限されてきている点を懸念している。合理化、効率化の名の下に、何十年もかかって獲得してきた市民参加が切り落とされようとしている。とくに、国連NGO以外のマイノリティ・先住民族のアクセスが格段に難しくなってきていると感じている。

　●　現在の人権理事会での議論について、NGOの視点から外せない点を指摘したい。まず、特別手続については、独立性の確保が第一。「行動規範」を作ることは人権理事会のこれまで議論で決定しているが、中身が問題だ。その規範の中に、特別報告者を制約しようとする内容、例えば｢特別報告者が出す報告がマンデートを超えないように｣といった内容が含まれている。報告者の任命方法についても、途上国は選挙を要求しているが、これは報告者の独立性に関わる問題だろう。

●　個別マンデートのレビューについては、テーマ別手続はレビューする明確な基準がない中、無理なレビューは危険である。もちろん、基本的には継続すべきだ。国別手続については、無くしたいという国が少なくなく、当該国の同意の下に作るべきという妥協案も出ている。あるべき特別手続の姿と、NGOの国際署名については、アムネスティからコメントをお願いしたい。

ここで、寺中誠・アムネスティ・インターナショナル日本事務局長から以下のコメントがあった。

●特別手続は、国連の人権メカニズムを効果的に進めるための要。特別手続に対する批判が人権理事会で出ていることに、国際NGOは強い危惧を抱いている。そのため、特別手続きをきちんと残すよう求める国際署名運動を、国際NGOの連合体として現在実施している。国際NGOが危惧を抱いているのは、テーマ別・国別両手続に関する議論。現在の人権理事会での議論では、とくに特別手続に関する議論いわゆるマンデートWGの議論が進んでいないことに強く不安を感じている。

原氏の報告が続けられた。

●　特別手続の改革に関しては、国連の人権メカニズムがうまく行っていない原因をこの特別手続等に押しつけるのではなく、各国の国連への協力という点も広く意識すべきだというのがNGOの意見である。

　●　普遍的定期審査WGについては、このUPRは条約機関における審査とはまったく異なる別個のものだが、モロッコ大使がファシリテーターを務め、現在の案としては、以下の２つがある。

　OPTION1は、①当該国からの報告＋国連NGOおよび国内人権機関からの追加情報→②人権理事会の全体会で審査、というもの。

  OPTION2は、上記①に加え、審議段階の途中で、独立した専門家が関与するワーキング・グループを設置する、というもの。NGOとしては、OPTION2を支持している。

現在、先進国と途上国が対立し、南米やカリブ海諸国が妥協案を出している構図であり、日本政府もOPTION2を支持し、議論を良い方向にリードしてもらいたい。

報告者３　林陽子・弁護士・自由人権協会
●　2004年から委員である横田洋三氏と人権小委員会の代理委員を務めている。就任の折、安藤仁介氏から、人権小委員会の役割の重要性、この小委員会がどれだけたくさんの国際人権規準を作ってきたかを思い起こしなさいと激励された。この指摘のように、人権小委員会は専門家機関として、これまでたくさんの人権規準の設定、国際人権条約の起案などを行ってきた。
●　現在の人権理事会では、人権小委員会はそんなことをする必要はないという議論さえ出ていて、非常に懸念している。私の任期は今年2007年の6月までで、これは、2006年の人権理事会の決議で、一年間の間、特別手続・1503手続・専門家助言機関など人権委員会の諸機能について、人権理事会が引き継ぐと決まったからだ。

　●　人権小委員会の今後に関する議論、つまり専門家助言機関に関する議論では、複数の重要な論点において結論が出ていない。第一に、その形態について、従来の小委員会の形か、専門家の人材バンクのような登録リストにするのか。第二に、マンデートは何で、規準設定機能を含むか含まないか。第三に、作業部会(奴隷制作業部会、先住民族作業部会、個人通報に関する作業部会、社会フォーラムなど)を継続するかどうか。第四に、国別決議をどうするかである。以前の改革を記憶されている方は、2000年から小委員会は、人権委員会から国別決議を出すことを止められ、NGOの参加が大幅に減った歴史もある。

　●　今週ロンドンで発行されたエコノミスト紙に｢人権理事会の改革の灯は消えた｣という記事が掲載された。そこでは、ダルフール問題に関して多くの人権侵害の途上国が反対して議論が進まないこと、普遍的定期審査についての議論に問題があることが指摘されている。

　●　人権小委員会の委員の選任については、先進国とNGOが、その経歴等も含めて公開し、人権理事会でしっかり選挙を行ったほうが良いと主張しているように感じている。

　●　日本政府に対しては、こうした専門家助言機関がソフト・ローであることをきちんと認識し、作業部会を含めて存続させることを要望したい。また、この改革に臨むには国内で人権に関する関心を高めることが不可欠であり、その意味で国内人権機関の早急な設置も要望したい。

これらの発題に関し、木村氏から以下のコメントがあった。

●　普遍的定期審査に関して、独立専門家の関与をどうするかという議論もあるが、人権理事会としてUPRのみがその仕事ではない。なるべく時間をかけずにやる方策を検討しなければならないと考えている。人権小委員会に関する議論としては、大幅に機能を削るのではなく、重複を避けるという方針で議論したいという姿勢は各国に共有されていると考える。

これらの発題に対し、報告者と会場の間で以下のような意見交換があった。
●　普遍的定期審査に関して、現地調査というのは予定されていないのか？また、日本政府が国別手続を残す方向で議論をするつもりがあれば、北朝鮮の問題のために同手続を残したいのだと見られないためにも、自国の被害者がいない国の国別手続に関しても、しっかりとかつ公正に関心を払って欲しい。

●　特別手続に関しては、各国のNGOや当事者団体から特別報告者の継続を求める声は非常に強い。また、作業部会については、先住民族WGなど、そのような場が必要だという点で、例えば先住民族の中に一致がある。むしろ、存続の上で、理事会の下に直属するなど新しい形を模索してほしい。WGのメンバーも、例えば、先住民族WGに関して、常設フォーラム（PFII）のように先住民族から出せるように、といった声も出ている。

●　NGOの普遍的定期審査への関与について、国連NGOに限定されるかのような議論が出ているが、被害者団体(マイノリティ、先住民族)に参加の道を確保できるよう、決議してもらいたい。また、NGOから情報提供について「信頼できる情報」という案が出ているが、この「信頼できる情報」の基準は何か？

●　改革論議はたいへん複雑だが、日本政府の対応も複雑だと感じた。人権理事会での改革議論について、日本政府としてのポジションペーパーを出すべきではないか。

●　この機構改革における、先ほど言われた日本型アプローチの内容とは何か？

●　日本政府への要望として、方向性を示してもらいたい。日本が提案したケースもあると聞いているが、その意図を明らかにする努力が欲しい。また、二国間と国連外交との間のリンクをどう考えるのか、そこも問題ではないかと思う。

これらの質疑に対し、木村氏から、以下のコメントがあった。

●　UPRに関し、調査団を出して現地調査を行うことは想定されていない。ただ、現地のNGO等からの情報収集という点については検討していきたい。

●　国別手続については、EUなどの主張も考慮しつつ、日本のこれまでのアプローチに従って、どのように取り上げていくのか考えていきたい。

●　日本のポジションは持っている。ただし、多岐にわたる論点すべてにポジションを確立してはいない。今の段階では決められない論点もあるし、議論の流れを見ながら決める必要もある。

●　日本型アプローチというのは、先ほど述べた事だが、対話と協力を中心して考えていくこと、その中で批判すべき点は批判する、などだ。ジュネーブでの審議に際しては、この視点から本庁の指示を出している。

　●　日本からの提案としては、ここで言われた事例に関してはない。ただ、今後妥協案を出して次のステップに進んでいく必要もあると考えており、6月にむかって、よりそうした形の議論をしていく必要性がある。

これらの議論を踏まえ、上村氏は、以下のようにまとめて、議論を終了した。

　●　進行中の不確定な機構改革に関して、技術的に論点を絞るという形の論議は具体性に欠け、なかなか核心に触れた議論にならなかったが、日本政府とNGOでこうした議論を繰り返し行う必要性と意義は存在すると思う。

　●　日本政府にはそのポジションはあるという話だったが、実効性や効率性という大きな方針はともかく、人権理事会全体の議論の推移、EUなど先進国のポジション、そして日本固有のポジションの違いが説明の中ではよくわからず、改革において日本がどこに焦点を当ててイニシアティブを発揮しようとしているのか不明瞭だった。その点、NGOが主張した特別手続、専門家助言機関の存続に日本政府がどう関わるかに関して、きちんとした回答を得たとは思えない。

　●　しかし、機構改革は、5年後の見直しまでを含めて、今後試行錯誤が続く分野であり、日本型アプローチによる人権分野での国際貢献、人権のメインストリーム化をより透明性があり、またその責任がみえる形のものにする努力を続けたい。
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